
1 

産業建設常任委員会委員長報告 
（平成２８年１２月２２日） 

産業建設常任委員会に付託されました議案について、審査の経

過概要とその結果を報告いたします。 

まず、第１号議案、平成２８年度一般会計補正予算の本委員会

所管分でありますが、その主な内容は、 

・農林水産業費では、有害鳥獣の捕獲頭数増加に伴う鳥獣対策

事業経費の増額補正。 

・土木費では、国の第２次補正予算を受けて対応する、亀岡駅

北土地区画整理事業に係る市負担金及び関連事業費の増額や、

桂川改修に伴う高水敷公園整備事業に係る工事請負費等の増

額補正。 

・災害復旧費では、本年８月に発生した台風１０号等により被

害を受けた農業用施設や道路の復旧事業費の増額補正。 

・また、農業公園及び都市公園３３箇所の施設管理に係る債務負

担行為の設定であります。 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきも

のと決定しました。 
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 次に、 

・第３号議案、平成２８年度簡易水道事業特別会計補正予算 

・第４号議案、平成２８年度地域下水道事業特別会計補正予算 

の２議案は、各施設における管理業務委託等の経費に係る債務

負担行為の設定であり、２議案とも別段異論なく、採決の結果は

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

次に、 

・第６号議案、平成２８年度上水道事業会計補正予算については、

職員人件費の増額及び施設管理業務委託経費に係る債務負担行

為の設定であり、別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案

可決すべきものと決定しました。 

次に、 

・第７号議案、平成２８年度下水道事業会計補正予算については、

年谷浄化センターの高度処理化・耐震補強・長寿命化に係る事業

費の増額及び同センターの汚泥運搬等の経費に係る債務負担行

為の設定であり、別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案

可決すべきものと決定しました。 

次に、 
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・第１５号議案、農業委員会の委員等に関する条例の制定につい

ては、改正農業委員会法の施行に伴い、新制度における農業委員

会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数等について、必要な

事項を定めるものであります。 

討論では、農業委員会制度の改正内容に反対の立場から反対討

論がありましたが、採決の結果は賛成多数をもって原案可決すべ

きものと決定しました。 

次に、 

・第１６号議案、都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の制定 

・第１７号議案、宅地開発等に関する条例の制定 

・第１８号議案、手数料徴収条例の一部改正 

の３議案は、開発行為に関する許可事務が京都府から権限移譲

されることに伴い、地域の特性に応じたまちづくりを推進するた

め、開発許可等の基準や開発行為等に関する手続き等について、

それぞれ必要な事項を定めるものであります。 

これら３議案について、討論では、開発許可の権限移譲は今す

べき時期なのか疑問があり、職員体制にも不安があるとの反対討

論がありましたが、採決の結果は賛成多数をもって原案可決すべ
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きものと決定しました。 

次に、 

・第１９号議案、駅前送迎用スペース管理条例の制定については、 

都市機能の維持及び安全で快適な生活環境の保全を図るため、

駅前送迎用スペースの管理に関する基準について、必要な事項を

定めるものであり、別段異論なく、採決の結果は全員をもって原

案可決すべきものと決定しました。 

次に、 

・第２０号議案、上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正は、雇用保険法等の一部改正に伴い所要の

規定整備を行うものであり、別段異論なく、採決の結果は全員を

もって原案可決すべきものと決定しました。 

次に、 

・第２７号議案、土づくりセンターに係る指定管理者の指定 

・第２８号議案、農業公園に係る指定管理者の指定 

・第２９号議案、食肉センターに係る指定管理者の指定 

・第３０号議案、都市公園（３３箇所）に係る指定管理者の指定 

の４議案は、それぞれの施設の管理に関して、指定管理者を指
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定しようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は全員を

もって原案可決すべきものと決定しました。 

なお、第２８号議案の農業公園に係る指定管理者の指定に関し

ては、今回、指定管理者を新たに変更することにより、経費削減

を図る中であっても、より一層、農業公園の有効活用に努められ、

本市農業の発展に寄与する取り組みを望むものです。 

次に、 

・第３３号議案、土地改良事業（災害復旧事業）の施行について

は、本年８月に発生した台風１０号により被害を受けた農業用施

設の災害復旧事業を実施するものであり、別段異論なく、採決の

結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

以上、簡単ではありますが本委員会の報告といたします。 
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